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１ イノシシの生態学的特徴と人間との関わり 

 

イノシシ（Sus scrofa  Linnaeus,1758）以下「イノシシ」という。）は、常緑広葉樹林、落

葉広葉樹林、里山の二次林、低山帯と隣接する水田、農耕地、平野部に生息する。雑食性で、

地表から地中にかけての各種の植物と動物を掘り起こして採食する。反芻胃は持たない。 

 妊娠期間は約120日で、通常春から初夏に年に１回出産し、ただし、春の出産に失敗した場

合や出産した子を失った場合は、交尾期と異なる時期に再度発情が起こり、秋頃に出産するこ

とがある。また、性成熟の早いメスが1歳の春から初夏に発情・交尾し、秋に出産する場合も

ある。１回の産子数は平均４～５頭である。 

ユーラシア大陸に広く自然分布しており、古くから重要な食料として狩猟対象とされてきた。

古くから家畜化が進み、ブタ（Sus scrofa var.domesticus：イノシシが家畜化されたもの、

種としては同一）として、人間の移動とともにアメリカ大陸、オーストラリア大陸、その他島

嶼地域にも移入され野生化している。国内においても、古くから重要な狩猟資源として利用さ

れ、縄文時代の貝塚や遺跡から骨が発掘される。 

一方、基本的には里地里山の動物であることから、農業にとっては最大の加害獣であり、江

戸時代の中期には、大小の猪垣（猪土手）の構築、見張りや威鉄砲による追払いなどの様々な

対策が講じられ、各地に遺構として残されている。そのため、大きな捕獲圧のかかった種でも

あり、江戸末期には平野部と隣接する丘陵地帯から姿を消し、明治から大正にかけて、東北地

方の太平洋側では分布域がほとんど消滅した。 

しかし、その分布域も昭和中期から拡大傾向に転じ、現在もその傾向が続いており、平成に

入ってから被害量も急増し、全国の令和２年度の農業被害額は約 46 億円となっており、ニホ

ンジカに次いで大きな被害となっている。 
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２ イノシシの生息状況 

（１） 生息分布の推移 

県内のイノシシは、昭和54年（1979年）時点では中南信地域を中心に分布していたが、平成

15年(2003年)時点では北東部に分布を拡大し、現在はほぼ全域に生息している（図１）。 

 
図１ 県内のイノシシの生息分布 
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※ 昭和54 年は環境庁（1980）第２回自然環境基礎調査、平成15 年は環境省生物多様性センター（2004）第６

回自然環境保全基礎調査、平成21年以降は県が調査した市町村、猟友会等へのアンケート及び狩猟者から提

出される出猟カレンダーを集計した生息分布情報（５㎞メッシュ）を示す。 

 

 

  

平成28年（2016年） 令和３年（2021年） 

図１ 県内のイノシシの生息分布※ 



4 

 （２）大規模な猪垣の分布跡 
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図２ 県内の大規模な猪垣跡（浦山佳恵,1999：長野県自然保護研究所紀要第２巻） 
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３ 目撃効率・捕獲効率の推移 

県が狩猟登録者に配布し、報告された銃猟・わな猟に関する出猟カレンダーの記載内容を

もとに、平成 26 年(2014 年)度～令和３年(2022 年)度までの目撃効率（SPUE）、捕獲効率

（CPUE）を算出した。目撃効率、捕獲効率の算出方法を以下に示す。 

 

【銃猟】  目撃効率(SPUE) ＝ 目撃数（目撃数+捕獲数）÷出猟人日数 

    捕獲効率(CPUE) ＝ 捕獲数÷出猟人日数 

【わな猟】  捕獲効率(CPUE) ＝ 捕獲数÷わな日数（わな稼働日数×わな設置数） 
  

表３-１ 全県における狩猟（銃猟）の目撃効率・捕獲効率 

年度 
目撃数 

＋捕獲数 

目撃 

出猟人日数 

目撃効率

（SPUE） 

捕獲数 

（頭） 

捕獲 

出猟人日数 

捕獲効率

（CPUE） 

H26 1,563 6,255 0.250 833 25,587 0.033 

H27 800 5,482 0.146 339 21,350 0.016 

H28 1,723 7,456 0.231 586 25,986 0.023 

H29 2,314 6,794 0.341 767 28,364 0.027 

H30 2,035 7,874 0.258 643 26,829 0.024 

R01 964 6,489 0.149 318 22,072 0.014 

R02 765 6,576 0.116 316 26,756 0.012 

R03 780 6,207 0.126 325 23,391 0.014 

 

   

図３-１ 県全域における狩猟（銃猟）の目撃効率・捕獲効率の推移 
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表３-２ 県全域における狩猟（くくりわな猟）の捕獲効率 

年度 

くくりわな猟 捕獲効率（頭／わな日） 

捕獲数 

（頭） 
わな設置日数 

捕獲効率 

（CPUE） 

H26 10 18,199 0.0005 

H27 0 3,775 0.0000 

H28 185 120,392 0.0015 

H29 220 178,479 0.0012 

H30 377 224,927 0.0017 

R01 183 206,397 0.0009 

R02 116 167,114 0.0007 

R03 120 137,813 0.0009 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図３-２ 県全域における狩猟（くくりわな猟）の捕獲効率の推移 
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表３-３ 地域振興局別 狩猟（銃猟）の目撃効率 
 

地域 

振興局名 

狩猟（銃猟） 目撃効率（頭／人日） 

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 

佐久 0.081 0.024 0.113 0.058 0.090 0.042 0.045 0.039 

上田 0.126 0.116 0.188 0.254 0.257 0.141 0.042 0.083 

諏訪 0.061 0.074 0.078 0.108 0.152 0.057 0.027 0.035 

上伊那 0.172 0.153 0.141 0.153 0.218 0.128 0.066 0.054 

南信州 0.209 0.106 0.142 0.114 0.195 0.133 0.106 0.138 

木曽 1.014 0.321 0.293 0.664 0.158 0.019 0.041 0.079 

松本 0.524 0.185 0.270 0.378 0.394 0.242 0.115 0.107 

北アルプス 1.132 0.785 0.871 0.724 0.917 0.449 0.327 0.382 

長野 1.222 0.991 1.063 1.342 0.850 0.511 0.515 0.532 

北信 1.530 1.065 0.957 1.768 0.552 0.817 0.719 0.687 
 
 
 
 
 

図３-３ 地域振興局別 狩猟（銃猟）の目撃効率の推移 
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表３-４ 地域振興局別 狩猟（銃猟）の捕獲効率 
 

地域 

振興局名 

狩猟（銃猟）捕獲効率（頭／人日） 

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 

佐久 0.029 0.008 0.025 0.020 0.022 0.012 0.010 0.006 

上田 0.025 0.027 0.012 0.032 0.022 0.029 0.005 0.007 

諏訪 0.009 0.006 0.007 0.005 0.012 0.007 0.004 0.004 

上伊那 0.023 0.013 0.016 0.009 0.017 0.008 0.005 0.005 

南信州 0.045 0.024 0.035 0.016 0.023 0.007 0.014 0.011 

木曽 0.170 0.090 0.142 0.101 0.017 0.003 0.004 0.012 

松本 0.039 0.014 0.017 0.014 0.015 0.006 0.005 0.006 

北アルプス 0.169 0.075 0.038 0.042 0.056 0.027 0.021 0.034 

長野 0.125 0.082 0.049 0.103 0.062 0.055 0.057 0.052 

北信 0.223 0.267 0.241 0.254 0.101 0.115 0.164 0.160 
 
 
 

図３-４ 地域振興局別 狩猟（銃猟）の捕獲効率の推移 
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表３-５ 地域振興局別 狩猟（くくりわな猟）の捕獲効率 

地域 

振興局 

くくりわな猟 捕獲効率（頭／わな日） 

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 

佐久 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026 0.0009 0.0011 0.0012 0.0000 

上田 0.0000 0.0000 0.0010 0.0004 0.0022 0.0009 0.0002 0.0009 

諏訪 0.0001  ― 0.0001 0.0002 0.0005 0.0001 0.0001 0.0001 

上伊那 0.0003  ― 0.0019 0.0018 0.0016 0.0003 0.0004 0.0007 

南信州  ―  ― 0.0014 0.0001 0.0002 0.0007 0.0007 0.0011 

木曽 0.0019  ― 0.0047 0.0010 0.0047 0.0008 0.0015 0.0022 

松本 0.0138  ― 0.0011 0.0013 0.0009 0.0006 0.0002 0.0005 

北アルプス 0.0029  ― 0.0026 0.0044 0.0030 0.0031 0.0007 0.0013 

長野 0.0001  ― 0.0023 0.0015 0.0028 0.0015 0.0014 0.0010 

北信  ―  ― 0.0011 0.0010 0.0003 0.0038 0.0048 0.0007 

※「―」は、出猟カレンダーによる情報がない地域を示す。  

 

 

           図３-５ 地域振興局別 狩猟（くくりわな猟）の捕獲効率の推移 
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図３-６ 狩猟(銃猟)の目撃効率の変化 (５kmメッシュ単位) 

銃猟1人1日あたりのイノシシ目撃頭数。色が濃いメッシュほど目撃頭数が多いことを示す。 

H26年度 H27年度 

H28年度 H29年度 
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R02年度 R03年度 

H30年度 R01年度 

図３-６ 狩猟(銃猟)の目撃効率の変化 (５kmメッシュ単位) 
銃猟1人1日あたりのイノシシ目撃頭数。色が濃いメッシュほど目撃頭数が多いことを示す。 
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図３-６ 狩猟（くくりわな)の捕獲効率の変化(５kmメッシュ単位) 

くくりわな猟 わな日数あたりのイノシシの捕獲頭数。色が濃いメッシュほど捕獲頭数が多いことを示す。 

H28年度 H29年度 

H26年度 H27年度 
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  図３-６ 狩猟（くくりわな)の捕獲効率の変化(５kmメッシュ単位) 
くくりわな猟 わな日数あたりのイノシシの捕獲頭数。色が濃いメッシュほど捕獲頭数が多いことを示す。 

H30年度 R01年度 

R02年度 R03年度 
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４ 農林業被害額の推移 

 

 

 

表４ 令和３年度イノシシの作物別農業被害額と割合      
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図４-３ 令和３年度イノシシの作物別農業被害額 

被害作物名 被害金額(千円） 割合(%)

水稲 21,888 50.3%

果樹 7,537 17.3%

野菜 6,326 14.5%

いも類 4,946 11.4%

雑穀 1,853 4.3%

その他 957 2.2%

合計 43,509

※その他…豆類、飼料作物、麦類等
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図４－１ イノシシの農業被害額（地域振興局別） 
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図４－２ イノシシの林業被害額（地域振興局別） 

※その他（豆類、飼料作物、麦類等） 
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   図４-４ 平成28年度と令和３年度のイノシシ農業被害額の比較（地域振興局別） 

  図４-５ 平成28年度と令和３年度のイノシシ林業被害額の比較（地域振興局別） 

 

※ 農林業被害額は県実施の「農林業被害額調査」の集計結果によるものであり、以下により 
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図４-６ 令和３年度イノシシ農業被害額の状況（市町村別） 

（県農業技術課調査） 

〔 〕の数値は該当市町村数 

生坂村 
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５ イノシシの豚熱検査状況 

 

令和元(2019)年７月に木曽地域で野生イノシシへの豚熱感染が確認されて以降、家畜衛生部

局等と連携しながら野生イノシシにおける感染確認検査、感染拡大防止のための捕獲強化、経

口ワクチン散布による抗体付与、捕獲従事者及び狩猟者の交差汚染防止対策等を実施してきた。 

県が実施しているイノシシの捕獲個体及び死亡個体の豚熱感染状況検査では、感染イノシシ

は、令和３年(2021 年)度以降減少傾向であるが（本文 P12 図７）、県内でイノシシが豚熱ウイ

ルスの抗体を保有している割合（抗体陽性率※1）は、令和３年(2021年)１～３月の50.7％をピ

ークに減少傾向となっており、豚熱感染後に生き残ったイノシシの繁殖、出産が進んだ結果、

抗体を持たない個体が増加傾向にある（図５、本文P12再掲）。 

 

 

 

  図５ イノシシの豚熱ウイルスPCR陽性率（感染率）と抗体陽性率の推移 

（県農政部家畜防疫対策室調査） 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

※1 抗体陽性率は、全検査個体数に対し、県が散布している経口ワクチンをイノシシが摂取した場合、または野外で

イノシシが豚熱ウイルスに自然感染した場合に抗体を保有した個体の割合を示す。 
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６ 対策と取組状況 

 （１）侵入防止柵の特徴 
 

  表６-１ イノシシの被害防除対策における侵入防止柵の特徴 

侵入 

防止柵 
資材の特徴 

囲い方などの 

ポイント 

野生獣の侵入 

防止効果 

トタン板 
幅80cm以上のトタン板 

（目隠し効果） 

主にイノシシに用い

る。隙間を作らない

ように設置。 

イノシシ：○ 

シカ  ：× 

サル  ：× 

金網 

フェンス 

野生獣に押し広げられにくい

ように10cm以下の目合がよ

い。 

対象獣に応じた柵の

高さ、設置面の処理

が必要。 

イノシシ：◎ 

シカ  ：◎ 

サル  ：× 

ワイヤー

メッシュ 

イノシシ用は、径５mm以上の

鉄棒で、目合いは10cm以下

（幼獣の侵入防止）のメッシ

ュがよい。 

主にイノシシに用い

る。上部を折り返す

と侵入防止効果が高

い。シカを防ぐには

２mの高さが必要な

ため、縦に設置す

る。 

イノシシ：◎ 

シカ  ：○ 

サル  ：× 

ネット 

イノシシ、シカは金属線を編

み込んだ獣害専用ネット（目

合いは10cm以下、シカと併用

する場合は５cm以下）が効果

的 

侵入方向にネットを

垂らしてイノシシ、

シカの侵入防止を図

る。 

イノシシ：○ 

シカ  ：○ 

電気柵 

（電線型） 

アルミ線、針金、金属線を編

み込んだロープ等を使用 

漏電防止のため侵入

防止柵の中では最も

除草に手間がかか

る。 

イノシシ：◎ 

シカ  ：◎ 

電気柵 

(ネット型) 

通電性（金属線等を編みこん

だ）ネット、金属フェンス等

との併用型 

主にサルに用いる。

漏電した場合にイノ

シシにネットを破ら

れる恐れがあるた

め、イノシシには適

さない。 

イノシシ：× 

シカ  ：◎ 

サル  ：◎ 
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（ア）トタン柵  

イノシシには1.2ｍの柵を乗り越えるジャンプ力と、50～60kgの重さのものを押しのける

力があり、トタン板の強度や形状では物理的に遮断はできないが、目隠し効果により一定

の効果を発揮すること、比較的安価で設置も手軽なことから県下各地で導入されている。  

なお、隙間があるとそこを破壊して侵入するケースがある。  

 

（イ）ワイヤーメッシュ柵  

トタン柵よりは高価だが、強度があること、高さが確保できることから導入されている

地域が増えてきている。上部を外側に折り返して高さを誤認させる「忍び返し柵」も効果

的である。なお、目隠し効果がないため、執着の高い農地では繰り返しのアタックにより

破壊される危険性もある。  

 

（ウ）電気柵  

電気ショックにより侵入を阻止するものであり、イノシシの場合、柵を登る能力がない

ため３～４本の電線による簡易柵で効果を発揮し、比較的安価であることから各地で導入

されている。一方で、管理不足による漏電等で効果を発揮しない柵、能力的に十分な電圧

が確保できない粗悪品の柵等も見受けられ、「電気柵は効かない」という誤解の元になって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

 

 

  

トタン柵 電気柵 

ワイヤーメッシュ柵 
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図６ 県内の侵入防止柵（集落柵）設置状況（令和３年度） 

（国庫等補助事業による獣類の侵入防止柵を対象に市町村からの提供地図を基にGISで作成） 
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（２）令和３年度イノシシの生息状況・被害対策等アンケート結果 

 管理計画の現状把握と評価を行うため、令和３年度に県内のイノシシの生息状況、被害状況、

被害対策、捕獲活動等の情報に関するアンケートを県が実施した。 

 

表６-２ アンケート回答者の属性と回答状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アンケ―トの内容 

 回答者の管内もしくは活動範囲内における直近 1 年間（令和 2 年度～3 年度）のイノシシの

生息状況、被害状況、被害対策の状況とその効果等に関する情報を集落（字）単位で収集した。   

また、被害状況については、前期計画（第３期）策定時の状況と比較するため、５年前と比

べた直近 1 年間（R2～R3）の農林業被害及び生活被害の増減について情報を収集した。 

 なお、アンケートでは、５年前と比べた直近 1 年間（R2～R3）の農林業被害及び生活被害

の増減について、集落単位で「増加した」「変わらない」「減少した」「不明」の中から回答を

求めた。  

１つの集落について複数の者が回答している場合があることから、「増加した」と回答した

者の割合、「減少した」と回答した者の割合を算出した。 

調査結果について、集落単位での位置図及び集計表を次頁以降に記載した。 

 

  

回答者属性 送付数 回答数 回答率(%）

市町村 77 77 100.0

環境省 7 4 57.1

鳥獣保護員 78

猟友会 108

鳥獣保護員兼猟友会 11

農業協同組合 118 63 53.4

合計 492 341 69.3

290 67.9

鳥獣保護管理員 

鳥獣保護管理員兼猟友会 
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図７-１ 令和２年度イノシシの許可捕獲頭数（集落単位） 

※ イノシシの許可捕獲頭数は、市町村からの回答のみ示す。 

      

令和２年度イノシシ許可捕獲頭数 
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図７-２ イノシシの農業被害が「増加した」と回答した者の割合（集落単位） 

 ※ ５年前と比べた直近１年間（令和２年度～令和３年度）の農業被害が「増加した」と回答した者の割合 

  

 
 

農業被害「増加した」回答者割合(％) 

0 
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図７-３ イノシシの農業被害が「減少した」と回答した者の割合（集落単位） 

 ※ ５年前と比べた直近１年間（令和２年度～令和３年度）の農業被害が「減少した」と回答した者の割合 

0 

農業被害「減少した」回答者割合(％) 



25 

 

図７-４ イノシシの林産物被害が「増加した」と回答した者の割合（集落単位） 

 

 
※ ５年前と比べた直近１年間（令和２年度～令和３年度）の林産物被害が「増加した」と回答した者の割合 

  

 
 

林産物被害「増加した」回答者割合(％) 

0 
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図７-５ イノシシの林産物被害が「減少した」と回答した者の割合（集落単位） 

 ※ ５年前と比べた直近１年間（令和２年度～令和３年度）の林産物被害が「減少した」と回答した者の割合 

0 

0 

林産物被害「減少した」回答者割合(％) 
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図７-６ イノシシの生活被害が「増加した」と回答した者の割合（集落単位） 

 

※生活被害は、庭、敷地、道路、土手、水路、墓地等の「掘り起こし」や「出没・侵入」による被害を示す。  

※５年前と比べた直近１年間（令和２年度～令和３年度）の生活被害が「増加した」と回答した者の割合 

0 

生活被害「増加した」回答者割合(％) 
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図７-７ イノシシの生活被害が「減少した」と回答した者の割合（集落単位） 

 

※生活被害は、庭、敷地、道路、土手、水路、墓地等の「掘り起こし」や「出没・侵入」による被害を示す。  

※５年前と比べた直近１年間（令和２年度～令和３年度）の生活被害が「減少した」と回答した者の割合 

0 

生活被害「減少した」回答者割合(％) 
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図７-８ 侵入防止柵を設置している集落の状況（集落単位） 

※「個別柵」とは農地を個々に囲う侵入防止柵を示し、「集落柵」とは集落全体を囲うような広域的な 

侵入防止柵を示す。 
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  図７-９ 生息環境対策（緩衝帯整備）及び捕獲対策の実施集落の状況（集落単位） 

 

 

  

緩衝帯整備 

緩衝帯整備・捕獲実施 
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図７-10 集落柵※設置の効果に関する回答（集落単位） 

※「集落柵」とは集落全体を囲うような広域的な侵入防止柵を示す。 
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図７-11 個別柵※設置の効果に関する回答（集落単位） 

※「個別柵」とは、農地を個々に囲う侵入防止柵を示す。 
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図７-12 生息環境対策（緩衝帯整備）の効果に関する回答（集落単位） 

  

空白部分は実施情報なし 

緩衝帯整備効果 
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令和３年度イノシシの生息状況・被害対策等アンケート結果 集計表 

 

 

 

  

表６－３　イノシシの生息情報・被害及び対策の実施の有無に関する集落の状況（集落単位）

回答項目 集落数 割合(%)※

イノシシの生息情報がある 1,116

イノシシの農業被害がある 836 74.9%

イノシシの林産物被害がある 183 16.4%

イノシシの生活被害がある 248 22.2%

イノシシの被害対策実施 772 69.2%

※イノシシの生息情報がある集落数(1,116)に対する割合

表７-１　令和２年度イノシシの有害捕獲頭数（集落単位）（図７-１集計値）

回答項目 集落数 割合(%)

1～10頭 292 79.1%

10～20頭 49 13.3%

20～40頭 23 6.2%

40～60頭 2 0.5%

60～80頭 3 0.8%

計 369

表７-２　イノシシの農業被害が「増加した」と回答した者の割合（集落単位）（図７-２集計値）

回答者割合 集落数 割合(%)

0% 674 80.6%

0～20％ 1 0.1%

20～40％ 15 1.8%

40～60% 33 3.9%

60～80% 5 0.6%

80～100% 108 12.9%

計 836

表７-３　イノシシの農業被害が「減少した」と回答した者の割合（集落単位）（図７-３集計値）

回答者割合 集落数 割合(%)

0% 507 60.6%

0～20％ 0 0.0%

20～40％ 13 1.6%

40～60% 64 7.7%

60～80% 17 2.0%

80～100% 235 28.1%

計 836
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表７-４　イノシシの林産物被害が「増加した」と回答した者の割合（集落単位）（図７-４集計値）

回答者割合 集落数 割合(%)

0% 168 91.8%

0～20％ 0 0.0%

20～40％ 1 0.5%

40～60% 1 0.5%

60～80% 0 0.0%

80～100% 13 7.1%

計 183

表７-５ イノシシの林産物被害が「減少した」と回答した者の割合（集落単位）（図７-５集計値）

回答者割合 集落数 割合(%)

0% 113 61.7%

0～20％ 0 0.0%

20～40％ 0 0.0%

40～60% 4 2.2%

60～80% 1 0.5%

80～100% 65 35.5%

計 183

表７-６ イノシシの生活被害が「増加した」と回答した者の割合（集落単位）（図７-６集計値）

回答者割合 集落数 割合(%)

0% 215 86.7%

0～20％ 0 0.0%

20～40％ 2 0.8%

40～60% 7 2.8%

60～80% 2 0.8%

80～100% 22 8.9%

計 248

表７-７　イノシシの生活被害が「減少した」と回答した者の割合（集落単位）（図７-７集計値）

回答者割合 集落数 割合(%)

0% 156 62.9%

0～20％ 0 0.0%

20～40％ 2 0.8%

40～60% 9 3.6%

60～80% 5 2.0%

80～100% 76 30.6%

計 248
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表７-８　侵入防止柵を設置している集落の状況（集落単位）（図７-８集計値）

回答項目 集落数 割合(%)※

個別柵設置あり 287 25.7%

集落柵設置あり 169 15.1%

個別柵・集落柵設置両方回答あり 219 19.6%

計 675 60.5%

※イノシシの生息情報のある集落数(1,116)に対する割合

表７-９　生息環境対策（緩衝帯整備）及び捕獲対策の実施集落の状況

　　　　（集落単位）（図７-９集計値）

回答項目 集落数 割合(%)※

やぶ払い実施 61 5.5%

捕獲実施 340 30.5%

やぶ払い・捕獲両方実施 153 13.7%

計 554 49.6%

※イノシシの生息情報のある集落数(1,116)に対する割合

表７-10　集落柵設置の「効果」に関する回答結果（集落単位）（図７-10集計値）

回答項目 集落数 割合(%)※

効果あり 333 85.8%

効果なし 14 3.6%

効果不明・未回答 24 6.2%

効果あり・なし両方回答あり 17 4.4%

計 388

表７-11　個別柵設置の「効果」に関する回答結果（集落単位）（図７-11集計値）

回答項目 集落数 割合(%)※

効果あり 473 93.5%

効果なし 10 2.0%

効果不明・未回答 13 2.6%

効果あり・なし両方回答あり 10 2.0%

計 506

表７-12　生息環境対策(緩衝帯整備）の「効果」に関する回答結果

　　　　（集落単位）（図７-12集計値）

回答項目 集落数 割合(%)※

効果あり 143 66.8%

効果なし 18 8.4%

効果不明・未回答 43 20.1%

効果あり・なし両方回答あり 10 4.7%

計 214

表７-13  イノシシの被害対策の実施状況（集落単位）

回答項目 集落数 割合(%)※

侵入防止柵(集落柵・個別柵)のみ 218 28.2%

生息環境対策（緩衝帯整備）のみ 6 0.8%

捕獲のみ 88 11.4%

２つ以上の対策の実施 460 59.6%

計 772 100.0%

※イノシシの被害対策の実施集落数(772)に対する割合
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７ 被害情報マップの作成 
 

   表８ 被害情報マップへの記載事項等 

記載する情報  ①生息情報：目撃位置、目撃時期  

②加害情報：加害位置、加害対象、加害の時期  

③防除情報：柵の種類、位置  

④捕獲情報：捕獲位置、捕獲方法、捕獲頭数、捕獲の内訳  

⑤その他：餌となる野菜くずや廃果置き場の位置 等  

情報の把握  

方法例  

①苦情等の集計 

②住民等からの聞取り 

③アンケート  

④現地調査等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 被害情報マップの作成例  



38 

８ 普及啓発資料  

（１）イノシシによる農業被害対策資料 

 



39 
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※資料掲載先：長野県林務部鳥獣対策室HP 

https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/yaseichoju_higaitaisaku.html  
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（２）イノシシによる人身被害防止 啓発資料 
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※資料掲載先：長野県林務部鳥獣対策室ホームページ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/yaseichoju_higaitaisaku.html 
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（３）豚熱対策 長野県で狩猟をされる方への協力依頼資料 
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※資料掲載先：長野県林務部鳥獣対策室ホームページ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/ton_korera.html 


